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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第56期

第３四半期連結
累計期間

第57期
第３四半期連結

累計期間
第56期

会計期間
自 2014年４月１日
至 2014年12月31日

自 2015年４月１日
至 2015年12月31日

自 2014年４月１日
至 2015年３月31日

売上高 (千円) 7,510,758 7,959,044 11,467,780

経常利益 (千円) 454,394 747,987 1,100,129

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 289,839 477,981 658,416

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 747,438 344,230 1,114,919

純資産額 (千円) 10,889,762 11,386,311 11,318,625

総資産額 (千円) 14,001,867 14,060,683 14,656,396

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 10.36 16.81 23.48

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 10.26 16.66 23.25

自己資本比率 (％) 76.4 79.9 75.9
 

 

回次
第56期

第３四半期連結
会計期間

第57期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自 2014年10月１日
至 2014年12月31日

自 2015年10月１日
至 2015年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 3.87 3.60
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。

 

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和の継続などが功を奏し、企業業績が回復したほか、

海外からの訪日観光客による消費増加の影響などもあり、国内景気は回復基調が続いております。しかしながら、

中国やアジア新興国における景気減速の影響が強まりつつあり、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いて

おります。

当社グループの属する情報サービス業界におきましては、金融機関のＩＴ投資意欲は引き続き旺盛であり、ま

た、小売業においてはオムニチャネル戦略に基づくＩＴ投資案件が増加するなど、投資需要は今後とも拡大傾向が

続くと見込まれております。

このような環境下、当社グループでは主力商品である金融機関向けプロダクトを中心に積極的な営業活動を行っ

ております。ここ数年、注力市場として取り組んでいる公共分野においては、昨年グループ会社化したＢＰＯ（ビ

ジネス・プロセス・アウトソーシング）を営む子会社とシナジー効果を発揮できるよう取り組んでおります。ま

た、損益面では前年同期に多額のコストをかけた金融機関や地方自治体向け次世代パッケージへの研究開発費を削

減できたことから、利益面では大幅増益となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は7,959百万円（前年同期比106.0%）、営業利益は698百万円

（前年同期比166.6%）、経常利益は747百万円（前年同期比164.6%）、親会社株主に帰属する四半期純利益は477百

万円（前年同期比164.9%）となりました。　

なお、当社グループでは、顧客への出荷や納期が９月及び３月に集中する傾向があります。

当社グループは、システムインテグレーターとして顧客の業態やニーズに応じたソフトウェアを開発し、システ

ム機器や関連商品と併せて提供するほか、情報通信ネットワークの構築・運用管理や保守サービスに至るＩＴソ

リューション・サービスを行うとともにＢＰＯなどを行っております。

参考として当第３四半期連結累計期間におけるサービスプロダクトごとの概況を記載いたしますが、子会社が行

うＢＰＯなどの事業は、その他として記載いたします。

　

（システムソリューション）

システムソリューションでは、大手サービサーから大規模な基幹システムを受注したほか、大手信用保証機関か

ら保証・求償債権管理の大型システムの受注を獲得、また、地方銀行やノンバンクと幅広い業態から債権管理シス

テムの新規受注を獲得しております。小売業向けでは、オムニチャネル戦略に基づき実店舗のシステムと自社のｅ

コマースシステム、さらに複数のＥＣモールとも連携するシステム開発案件が増加しております。また、注力市場

として取り組んでいる公共分野向けビジネスでは、当社のＣＡＲＳシステムが導入されている自治体での運用業務

の案件が順調に稼働を開始しております。しかしながら、コールセンター向けＣＴＩシステムは、システム更改の

関係で前期に大幅増加した通話録音システムの受注反動減の影響があり、システムソリューション全体では前年同

期比で受注は減少しております。

その結果、受注高は5,563百万円（前年同期比87.9%）、売上高は5,432百万円（前年同期比114.3%）となりまし

た。
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（ネットワークソリューション）

ネットワークソリューションでは、大手モバイル通信キャリア向けの案件だけでなく、無線装置関連の大型案件

の受注を獲得することができました。また、従来ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本が提供していたフレッツ光を事業

者が提供できるようになり、当社でも光コラボレーションモデルとして「アイティフォー光」をリリースしたこと

で受注が増加しております。

その結果、受注高は936百万円（前年同期比112.6%）、売上高は660百万円（前年同期比81.1%）となりました。

　

（カスタマーサービス）

カスタマーサービスでは、安定収益源である保守サービスを中心に活動しておりますが、クラウドサービスの拡

大に伴い保守サービスも低価格化が進んでおります。引き続き基盤設計や基盤構築などの業務拡大に取り組んでお

り、受注高は1,062百万円（前年同期比87.2%）、売上高は1,301百万円（前年同期比99.8%）となりました。

　

以上の結果、ＩＴソリューション・サービスの受注高は7,562百万円（前年同期比90.2%）、売上高は7,394百万円

（前年同期比107.6%）、営業利益は631百万円（前年同期比149.9%）となりました。

　

（その他）

子会社の株式会社アイ・シー・アールは、公共分野における国民健康保険料収納事業のＢＰＯ案件などに取り組

んでいるほか、株式会社シー・ヴィ・シーが訪問調査サービスを提供しております。一部大型案件の契約期間満了

に伴い、受注高は281百万円（前年同期比58.4%）、売上高は564百万円（前年同期比88.5%）となりました。
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

当社は株式会社の支配に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項)に

ついては次のとおりであります。

 

① 基本方針の内容の概要

当社はシステムインテグレーターとして、セキュアなシステムを希望するお客様から長期的かつ安定した信頼

を得てシステムの納入を行ってきており、またこのような開発・販売を支えるのは、優秀な技術者である社員で

あります。一時盛んに行われた、新たな法制度の整備や企業構造・文化の変化等を背景として対象となる会社の

構造や特色に留意せず、経営陣と十分な協議や合意を得ることなく、突然大量の株式買付を強行するといった動

きは一見沈静化しているように見えますが、時折、顕在化しております。もちろん大量の株式買付行為そのもの

を全て否定するものではなく、会社の企業価値・株主共同の利益を向上させる行為であれば、その判断は最終的

には株主の皆様の全体の意思に基づいて決められるものであると考えております。

しかし、大量の買付行為の中には、その目的等からして企業価値・株主共同の利益に明白な侵害を与えるもの

や株主の皆様に売却を事実上強要するもの、当社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供

しないもの、株主の皆様に十分な検討を行うに足りる時間や情報を提供しないもの、当社が買付者の提示した条

件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするものなど、当社の企業価値・株主共同の利益

に資さないものも少なくありません。

このような当社に対する濫用的な買収によって当社の企業価値が毀損されることがあれば、当社の強みである

優秀な技術者の流出が懸念されるのみならず、当社のシステムを採用していただいているお客様からの信頼を失

い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が大きく損なわれるおそれがあります。

こうした事情に鑑み、濫用的な買収者が現れた場合、上述したような不適切な大量買付行為を未然に防止する

ため、株主の皆様が判断するための必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために交渉すること等により

当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが必要不可欠と判断いたしま

した。そして、2006年６月23日開催の第47回定時株主総会におきまして、当社の企業価値及び株主共同の利益を

確保するために、「当社株式の大規模買付行為への対応策(以下「本プラン」といいます。)」の導入を決議し、

2007年以降、定時株主総会後に開催される取締役会で、本プランの継続を決議いたしております。

なお、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、当該買付行為が長期的視点から当社の企業価値を毀損する

ものであるかどうかの検討は、中立的な第三者委員会に依頼するものとしております。

 

② 本プランの内容

当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させ、濫用的買収を防止することを目的として、当

社株式に対する買付が行われる場合に、買付者または買付提案者(以下併せて「買付者等」といいます。)に対し

て当社取締役会が事前に当該買付に関する所定の情報の提供を求めるなどの予め遵守すべき手続を示し、第三者

委員会が当該買付についての情報収集、検討等を行う期間を確保し、必要があれば当社代表取締役等を通じて買

付者等との交渉を行うなどの手続を実施いたします。

また、当社取締役会は、敵対的性質を有する者からの濫用的買収を防止するための事前の防衛策として、停止

条件付一部取得条項付差別的行使条件付新株予約権無償割当て(以下「対抗措置」といいます。)を決議いたしま

す。

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付を行う場合や、買付者等による買付またはそ

の提案が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがあると認められる場合には、当社は、当該買付者

等による権利行使は認められないとの行使条件が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を、

その時点の当社を除く全ての株主の皆様に対して会社法第277条に基づき無償で割当てます。

なお、本新株予約権無償割当ては、停止条件が成就することによりその効力が生ずることになっております

が、その停止条件を成就させるか否か等の判断は当社取締役会が行います。

当社は、当社取締役会の恣意的判断を排除するために、当社経営陣から独立した者のみから構成される第三者

委員会を設置しており、判断にあたっては第三者委員会の勧告を最大限尊重いたします。
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③ 本プランの合理性

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向

上のための買収防衛策に関する指針」に定める三原則、すなわち、ⅰ)企業価値・株主共同の利益の確保・向上の

原則、ⅱ)事前開示・株主意思の原則、ⅲ)必要性・相当性確保の原則を完全に充足しており、上記基本方針に沿

うものです。

また、本プランにおいて対抗措置をとるか否かは中立的な第三者委員会の判断を最大限尊重して行われますの

で、株主の共同利益を損なうものではなく、また取締役（監査等委員である取締役を含む。）の地位の維持を目

的とするものではありません。

 

④ 株主の皆様への影響

イ 本プランの導入時に株主の皆様に与える影響

本プランの導入時点においては、本新株予約権無償割当て自体は行われておりませんので、株主及び投資家

の皆様の権利・利益に直接的な影響は生じておりません。

ロ 本新株予約権無償割当て実施により株主の皆様に与える影響

当社取締役会が本新株予約権無償割当てに際して別途設定する割当期日における株主の皆様に対し、その保

有する株式１株につき２個の割合で、本新株予約権が無償で割当てられますので、株式の希釈化は生じませ

ん。

当社は、買付者等以外の株主の皆様の本新株予約権を取得する手続を取り、その旨該当する株主の皆様に通

知いたします。株主の皆様は、金銭等を払い込むことなく、当社による本新株予約権の取得の対価として当社

普通株式を受領されることになります。

 

⑤ 本プランの有効期限と継続について

現在の本プランの有効期限は、2016年６月の定時株主総会終結後に開催される取締役会の終了時までとされて

おり、2016年度以降につきましては、毎年の定時株主総会で新たに選任された取締役（監査等委員である取締役

を含む。）による取締役会においてその後１年間の継続の可否を決議し、同決議内容を株主の皆様へ情報開示す

るとともに当該事業年度の定時株主総会(毎年６月開催予定)において、報告をすることとなっております。な

お、当社の取締役の任期は監査等委員である取締役が２年、それ以外の取締役は１年となっており、本プランは

取締役会の決議において廃止することが可能でありますので、本プランの廃止を希望される株主の皆様は、取締

役の選任議案を通じて意思を表明していただきたく存じます。

 

⑥ その他

本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。

(買収防衛策に関するアドレス http://www.itfor.co.jp/ir/ir-governance.html)

 

(3) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費の総額は、24百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 110,000,000           

計 110,000,000           
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2015年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(2016年２月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 29,430,000   29,430,000   
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

計 29,430,000   29,430,000   ― ―
 

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2016年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高

（千円）

2015年10月１日～
2015年12月31日

― 29,430 ― 1,124,669 ― 1,221,189
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(2015年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   2015年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式   902,100 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 28,524,900 285,249 ―

単元未満株式 普通株式     3,000 ― ―

発行済株式総数 29,430,000 ― ―

総株主の議決権 ― 285,249 ―
 

 

② 【自己株式等】

  2015年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
(株)アイティフォー

東京都千代田区一番町21番
地

902,100 ― 902,100 3.07

計 ― 902,100 ― 902,100 3.07
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(2015年10月１日から2015年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2015年４月１日から2015年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2015年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2015年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,209,867 2,503,502

  受取手形及び売掛金 2,744,087 ※2  1,669,425

  有価証券 4,048,678 4,348,780

  たな卸資産 539,718 593,713

  その他 343,961 413,831

  貸倒引当金 △42 △28

  流動資産合計 9,886,270 9,529,224

 固定資産   

  有形固定資産 724,820 714,140

  無形固定資産   

   のれん 275,188 252,876

   その他 830,051 1,010,702

   無形固定資産合計 1,105,240 1,263,578

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,169,357 1,944,099

   その他 770,707 609,640

   投資その他の資産合計 2,940,064 2,553,739

  固定資産合計 4,770,125 4,531,459

 資産合計 14,656,396 14,060,683
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2015年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2015年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,346,365 1,090,212

  未払法人税等 128,993 41,268

  賞与引当金 337,483 105,328

  その他 1,173,745 1,157,195

  流動負債合計 2,986,588 2,394,005

 固定負債   

  役員退職慰労引当金 14,370 15,495

  退職給付に係る負債 202,029 206,933

  その他 134,783 57,939

  固定負債合計 351,182 280,367

 負債合計 3,337,771 2,674,372

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,124,669 1,124,669

  資本剰余金 1,267,494 1,304,076

  利益剰余金 8,441,991 8,496,177

  自己株式 △460,631 △301,853

  株主資本合計 10,373,522 10,623,069

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 767,137 619,918

  繰延ヘッジ損益 324 182

  退職給付に係る調整累計額 △14,222 △12,876

  その他の包括利益累計額合計 753,239 607,224

 新株予約権 110,905 62,795

 非支配株主持分 80,957 93,222

 純資産合計 11,318,625 11,386,311

負債純資産合計 14,656,396 14,060,683
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2014年４月１日
　至 2014年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2015年４月１日
　至 2015年12月31日)

売上高 7,510,758 7,959,044

売上原価 4,916,067 5,178,673

売上総利益 2,594,691 2,780,371

販売費及び一般管理費 2,175,372 2,081,764

営業利益 419,319 698,607

営業外収益   

 受取利息 3,782 3,118

 受取配当金 34,064 40,594

 その他 12,099 14,670

 営業外収益合計 49,946 58,383

営業外費用   

 支払利息 1,280 －

 支払手数料 3,794 2,825

 投資有価証券評価損 1,450 －

 持分法による投資損失 2,660 395

 固定資産除却損 1,409 5,782

 為替差損 4,277 －

 営業外費用合計 14,871 9,003

経常利益 454,394 747,987

特別利益   

 新株予約権戻入益 31,391 21,531

 特別利益合計 31,391 21,531

税金等調整前四半期純利益 485,785 769,519

法人税等 200,132 279,237

四半期純利益 285,652 490,281

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△4,186 12,300

親会社株主に帰属する四半期純利益 289,839 477,981
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2014年４月１日
　至 2014年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2015年４月１日
　至 2015年12月31日)

四半期純利益 285,652 490,281

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 459,052 △147,244

 繰延ヘッジ損益 991 △142

 退職給付に係る調整額 1,759 1,346

 持分法適用会社に対する持分相当額 △17 △10

 その他の包括利益合計 461,786 △146,050

四半期包括利益 747,438 344,230

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 751,620 331,966

 非支配株主に係る四半期包括利益 △4,181 12,264
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

　　該当事項はありません。

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

(追加情報)

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）第39項に掲げられた定め等を適用

し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務

諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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(四半期連結貸借対照表関係)

　1　コミットメントライン(特定融資枠契約)

運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行とコミットメントライン(特定融資枠契約)を締結しておりま

す。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。

 
前連結会計年度
(2015年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2015年12月31日)

コミットメントラインの総額 1,500,000千円 1,500,000千円

借入実行残高 － －

差額 1,500,000 1,500,000
 

 

※2　四半期連結会計期間末日満期手形の処理

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行なわれたものとして処理しております。当第３四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結

会計期間末日残高より除かれております。

 
前連結会計年度

(2015年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(2015年12月31日)

受取手形 －千円 7,581千円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

前第３四半期連結累計期間(自 2014年４月１日 至 2014年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 2015

年４月１日 至 2015年12月31日)

当社グループでは、出荷やお客様からの検収が９月及び３月に集中することから、第２・第４四半期の売上高及

び営業利益の割合が高くなる傾向があり、業績に季節的変動があります。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとお

りです。

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2014年４月１日
至 2014年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2015年４月１日
至 2015年12月31日)

減価償却費 145,869千円 164,720千円

のれんの償却額 16,326 22,312
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2014年４月１日 至 2014年12月31日)

配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2014年４月30日
取締役会

普通株式 416,993 15.0 2014年３月31日 2014年６月23日 利益剰余金
 

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2015年４月１日 至 2015年12月31日)

配当金支払額

 

(決議) 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2015年５月１日
取締役会

普通株式 423,795 15.0 2015年３月31日 2015年６月22日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2014年４月１日　至　2014年12月31日）

　　　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：千円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額

(注)２

ＩＴソリュー
ション
サービス

売上高      

  外部顧客への売上高 6,872,569 638,189 7,510,758 － 7,510,758

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

3,480 34,188 37,668 △37,668 －

計 6,876,049 672,378 7,548,427 △37,668 7,510,758

セグメント利益又は損失(△) 421,410 △2,091 419,319 － 419,319
 

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、第２四半期連結会計期間におい

て株式会社アイ・シー・アール株式を取得したことにより連結の範囲に含めた、株式会社アイ・シー・アー

ル及びその子会社である株式会社シー・ヴィ・シーの公共事業におけるＢＰＯ、信用調査業務などでありま

す。

２．セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2015年４月１日　至　2015年12月31日）

　　　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  (単位：千円)

 

報告セグメント

その他
(注)１

合計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額

(注)２

ＩＴソリュー
ション
サービス

売上高      

  外部顧客への売上高 7,394,189 564,855 7,959,044 － 7,959,044

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

11,670 157,874 169,545 △169,545 －

計 7,405,860 722,730 8,128,590 △169,545 7,959,044

セグメント利益 631,848 66,758 698,607 － 698,607
 

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、公共分野におけるＢＰＯ、信用

調査業務などであります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりです。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2014年４月１日
至 2014年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2015年４月１日
至 2015年12月31日)

 (1) １株当たり四半期純利益金額 10円36銭 16円81銭

   (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 289,839 477,981

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
   四半期純利益金額(千円)

289,839 477,981

   普通株式の期中平均株式数(千株) 27,984 28,438

 (2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 10円26銭 16円66銭

   (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) ― ―

   普通株式増加数(千株) 276 251

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

該当事項はありません。 該当事項はありません。

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年２月９日

株式会社アイティフォー

取締役会 御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   千   頭         力   印

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   原   賀   恒 一 郎   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイ

ティフォーの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成27年10月１日

から平成27年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アイティフォー及び連結子会社の平成27年12月31日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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